休憩時間の付与に関する労使協定

　○○○○株式会社　代表取締役　□□　□□と○○○○株式会社　労働者代表　△△　△△は、従業員の休憩時間の付与に関し、次の通り労使協定を締結する。

（適用対象者）

第１条　　　休憩時間は、就業規則第○○条の定めるところにより一斉付与を原則とするが次の従業員については、本協定に定める休憩時間を与えるものとする。

　　　　　　・製造担当職員

　　　　　　・出荷担当職員

（休憩の付与の方法）

第２条　　　前条の従業員は、業務の進行状況等を鑑み、各自の判断において適当と思われる時刻に継続または分割した60分間の休憩を、勤務時間の途中に取得するものとする。

（協定の解約および変更）

第３条　１．この協定は、会社または従業員代表のいずれか一方から署名または記名押印した文書により、相手方に予告して解約または変更することができる。

　　　　２．前項の予告は、解約または変更しようとする日の少なくとも１ヶ月前にしなければならない。
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